
青森県福祉サービス第三者評価推進委員会 評価機関認証要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会（以下「推進委員会」という。）

設置規程第１２条の規定に基づき、推進委員会が福祉サービス第三者評価機関（以下「評価機関」

という。）に対して行う、認証の基準、認証手続き及び評価機関が守るべき義務等を定めること

により、評価機関の育成とその事業の公平性、信頼性及び透明性を確保することを目的とする。 

 

（評価機関の定義） 

第２条  福祉サービス第三者評価事業を実施する評価機関とは、推進委員会の認証決定をうけた後、

登録料を納付し、認証証明書の交付を受けたものとする。 

 

（認証基準） 

第３条  福祉サービス第三者評価事業を実施する評価機関として認証をうけるために必要な要件

は、別記「福祉サービス第三者評価機関認証基準」のとおりとする。 

 

（評価機関の募集） 

第４条 推進委員会は、評価機関の認証を行うため、原則として毎年度１回、評価機関の募集を行

う。 

２ 評価機関の募集に必要な事項は、別に定める。 

 

（認証申請及び更新） 

第５条 新しく認証を受けようとする評価機関は、推進委員会に対し、「福祉サービス第三者評価

機関認証申請書」（様式第１号―②）に法人の組織、事業内容を示す書類、予定する第三者評価

事業の内容を示す書類等、必要な書類を添えて、認証申請を行うものとする。 

２ 認証を更新しようとする評価機関は、推進委員会に対し、「福祉サービス第三者評価機関認証

更新申請書」（様式第１号―③）に前項で掲げている関係書類を添えて、認証更新申請を行うも

のとする。 

 

（申請料） 

第６条 評価機関は、認証申請に係る費用として下記の申請料を、推進委員会に対し、同委員会が

指定する口座に振り込むものとする。 

（１）新規認証申請料 １５７，５００円（消費税及び地方消費税を含む） 

（２）更新認証申請料 １０５，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

２ 評価機関は、認証申請に際し、申請料を振り込んだ際に受領する領収書の写し（コピー）を申

請書に添付して申請を行うものとする。 

 

（認証の手順） 

第７条 認証申請は、第２条に規定する認証基準をすべて満たしていることを要件とする。 

２ 推進委員会は、評価機関からの申請に基づき、その内容を調査、検討し、認証の可否を決定す



る。 

 

（認証の通知） 

第８条 評価機関の認証等の通知は、次に掲げる各号により行う。 

（１） 推進委員会委員長は、評価機関を認証したときは、評価機関に対して「福祉サービス第三

者評価機関認証通知書」（様式第２号―②）を交付する。 

（２） 推進委員会委員長は、評価機関を認証しないこととしたときは、「福祉サービス第三者評

価機関不認証通知書」（様式第３号）により通知する。 

 

（認証の有効期間） 

第９条 認証の有効期間は、認証された日から認証された日の属する年度の翌年度３年間とする。 

 

（登録料） 

第１０条 評価機関としての認証が決定された法人は、認証の決定通知を受けたときは速やかに下

記の登録料を、推進委員会が指定する口座に振り込むものとする。 

（１）新規認証登録料 １０５，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む） 

（２）更新認証登録料 １０５，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

（認証証明証の発行） 

第１１条 評価機関としての認証が決定され、第 9条に規定された登録料の振込みが終了した法人

に対して、推進委員会は、認証証明証（様式第 2号－④）を発行する。 

 

（変更の届け） 

第１２条 評価機関は、第４条に規定する申請書の記載事項及び申請書に添付した書類の内容に変

更が生じた場合又は変更の事由が発生したときは、推進委員会に対して速やかに「認証申請内容

変更届」（様式第４号）に必要な書類を添付し、変更内容を届け出なければならない。 

 

（認証の辞退及び廃止） 

第１３条 評価機関は、認証を辞退するとき又は事業を廃止した場合、辞退又は廃止の日から３０

日以内に「認証辞退届」（様式第５号）又は「評価機関廃止届」（様式第６号）の提出により、そ

の旨を届けなければならない。   

２ 推進委員会委員長は、評価機関より「認証辞退（廃止）届」が出された場合には、「第三者評

価認証機関取消通知書」（様式第７号）を交付する。 

 

（認証の取消し） 

第１４条 推進委員会は、認証した評価機関が以下の各号に該当する場合、調査、検討し、認証取

消しの決定をする。 

（１）第２条に規定する認証基準のいずれか一つが欠けたとき 

（２）次に掲げる不正な行為を行ったとき 

   ア 第三者評価事業を行った事業者から評価料金とは別の金品を受けとる行為 



   イ 守秘義務に違反する行為 

   ウ サービス利用者や事業者等の人権を侵害する行為 

   エ 法令に違反する行為 

   オ その他社会通念上不正と認められる行為 

（３）一定期間事業実績がないとき 

（４）評価事業の信頼性を著しく損なう評価を行ったとき 

（５）契約の不履行 

２ 推進委員会委員長は、評価機関の認証を取消したときは、「第三者評価認証取消通知書」（様式

第７号）を交付する。 

 

（事業報告等） 

第 1５条 評価機関は、毎事業年度終了後、概ね１ヶ月以内に、推進委員会に対し、「福祉サービス

第三者評価事業実績報告書」（様式第１１号）を提出しなければならない。 

２ 評価機関は、推進委員会が実施する第三者評価事業の適正な実施を図るために必要な場合には、

事業報告等の内容及び提出について、調査、指導及び助言を受けるものとする。 

 

（その他） 

第 1６条 この要綱に定めるもののほか、認証を実施するための必要な事項は、推進委員会委員長

が別に定める。 

 

    附 則 

この要綱は、平成１８年３月１０日から施行する。 

  附 則（平成１９年３月２７日一部改正） 

この要綱は、平成１９年３月２７日から施行する。 

  附 則（平成２１年１１月２日一部改正） 

この要綱は、平成２１年１１月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記  

福祉サービス第三者評価機関認証基準 

 

１ 組織に関する要件 

 

（１）法人格を有し青森県内に事務所を開設していること。 

（２）前項の法人格とは、公益法人、特定非営利活動法人、営利法人等、法人の形態は特に問わない。 

（３）外部の有識者で構成する第三者性を有した評価を決定する委員会等（以下「評価決定委員会」と

いう。）を設置していること。 

（４）評価調査者として、推進委員会が公表する名簿に登載されているものの中から、必要な資格や経

験を有している者を２名以上擁していること。 

（５）所属する評価調査者にたいして、推進委員会が実施する評価調査者継続研修の受講の機会を確保

していること。 

 

２ 評価の実施範囲等に関する要件 

 

（１）評価機関となる法人の役員の過半数が、福祉サービス事業の経営者である場合は、当該サービス

事業者の評価を行わないこと。 

ただし、評価結果の決定にあたって、評価決定委員会等を開催し、当該委員会の承認を得ることが

確保されている場合は、この限りでない。 

（２）評価決定委員会の委員は、評価を受審する福祉サービス事業者と次に掲げるような利益相反関係

に存する恐れがなく、公正中立な立場の者であること。 

  ① 評価決定委員会の委員は、現在、評価対象福祉サービス事業所又は評価対象事業所を経営する

法人に所属していないこと。 

  ② 評価決定委員会の委員は、評価対象福祉サービス事業者と利益相反するおそれがないこと。 

（３）評価決定委員会の委員は、５名以上で構成され、評価調査者と兼務していないこと。 

（４）評価決定委員会が行う評価決定は、合議制であること。 

（５）評価機関に所属する評価調査者は、常勤、非常勤、登録など雇用形態は問わないが、次に掲げる

要件を全て満たすものとする。 

① 推進委員会が公表する名簿に登載されている者であること。 

② 評価を受審する福祉サービス事業者と利益相反関係に存する恐れがなく、公正中立な立場の者

であること。 

③ 評価調査者の係わる業務について評価機関が責任をもち、評価機関から当該評価機関に所属す

る評価調査者であることを証する書類を付与されていること。 

 

３ 評価内容、評価手法等に関する要件 

 

（１）推進委員会が定める評価基準及び評価手法等（以下「評価基準等」という。）に基づき評価を

行うことを承諾していること。 

（２）推進委員会が定める方法により評価結果を報告することを承諾していること。 



４ 事業内容等を明示する規程等に関する要件 

 

（１）次の規程等を整備し、かつ公開されていること。 

ア 所属する評価調査者一覧 

（評価調査者の養成研修等の修了状況、保有資格及び主要経歴等を記載したもの） 

イ 事業内容（組織、会計を含む）等に関する規程等（第三者評価事業を実施するサービス種別を

含む） 

  ウ 評価委員会の設置及び運営に関する規程  等 
エ 第三者評価の手法 

オ 個人情報保護規程 

カ 守秘義務に関する規程 

キ 倫理規程 

ク 料金表 

ケ 評価事業の実績 

 

５ 苦情対応体制に関する要件 

 

（１）第三者評価事業を受けた評価対象事業者等からの苦情等に対する対応体制を整備していること。 

     ・苦情対応の窓口の設置 

     ・苦情対応担当責任者の配置 

（２）苦情対応体制とは、受審事業者からの評価内容等に関しての苦情に対応するものとして、次

に掲げるものをいう。 

 ① あくまでも、受審事業者と評価機関の契約に基づいて、両者で解決を行ものとする。 

② 受審事業者と評価機関との調整がつかない場合には、推進委員会に報告するものとする。 

 
 


